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社会福祉法人 白寿会 

プレミア扇訪問介護ステーション



（介護予防）訪問介護 運営規程  
 
 

（事業の目的） 

第一条 社会福祉法人 白寿会が開設するプレミア扇訪問介護ステーション（以下「事業

所」という。）が行う指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護（以下「指定訪問介護等」

という。）の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理

運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第８条第２項に規定する

政令で定める者（以下「訪問介護員等」という。）が、要介護状態又は要支援状態にあ

る高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。 

 

（指定訪問介護の運営の方針） 

第二条  

(1) 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏ま

えて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排

せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 

(2) 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（指定介護予防訪問介護の運営の方針） 

第三条  

(1)  指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整

等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、

利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性

を最大限引き出す支援を行うこととする。 

(2) 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開

始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、モニタリング結果を指定介護予防支援事

業者へ報告することとする。 

(3) 指定介護予防訪問介護の提供にあたっては、利用者の心身機能、環境状況等を把

握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利

用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービスに努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第四条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

(1) 名 称 プレミア扇訪問介護ステーション 

(2) 所在地 東京都足立区扇１丁目３番５号 

 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） ※平成２７年４月１日現在 

第五条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 



職 種 資 格 常 勤 非常勤 備  考 

管理者  １名  特養管理者と兼務 

サービス 

提供責任者 

介護福祉士 ２名   

介護職員基礎研修課程    

ヘルパー１級    

 

 

訪問介護員 

介護福祉士  ４名  

介護職員基礎研修課程    

ヘルパー１級    

ヘルパー２級  ４名  

介護職員初任者研修 1名   

(1) 管理者  １名 

      管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、従業者に

事業に関する法令等の規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

(2) サービス提供責任者 介護福祉士 ２名 

      サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。 

① 訪問介護計画（介護予防訪問介護計画）の作成・変更等を行い、利用の

申込みに係る調整をする。 

② 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービ

ス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業

者等との連携に関すること。 

③ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、

利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握する。 

④ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サ

ービス内容の管理について必要な業務等を実施する。 

(3) 訪問介護員等 

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。 

 

（営業日及び営業時間） 

第六条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

(1) 営業日  月曜日から日曜日（サービスの提供は３６５日） 

(2) 営業時間 ６時００分から２２時００分までとする。 

(3) 上記以外は、電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

（事業の内容及び利用料等） 

第七条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の

額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、

その１割の額とする。 

①  身体介護･･･食事介助、排泄介助、入浴（清拭）介助、更衣介助、体位

変換、通院介助、自立支援のための見守り的援助 

②  生活援助･･･食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取 



(2) 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額

は、介護報酬告示上の額（月単位）とし、そのサービスが法定代理受領サービスであ

るときは。その１割の額とする。 

①  介護予防訪問介護費（Ⅰ）･･･週に１回程度 

②  介護予防訪問介護費（Ⅱ）･･･週に 2回程度 

③  介護予防訪問介護費（Ⅲ）･･･週に 2回を超えた場合 

(3)   通常の事業の実施地域を超えた場所でサービスを行う場合、これにかかる交通

費は徴収しないものとする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第八条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他

緊急事態が生じた時は、速やか主治の医師に連絡する等の措置を講じるとともに、管理

者に報告しなければならない。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第九条 通常の事業の実施地域は、足立区、荒川区の区域とする。 

 

（虐待等の禁止） 

第一○条 訪問介護員等は利用者に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める

等を行ってはならない。 

(1)  殴る、蹴る等直接利用者の身体に侵害を与える行為。 

(2)  強引に引きずるようにして連れていく行為。 

(3)  乱暴な言葉使いや利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。 

(4)  脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること。 

(5)  性的な嫌がらせをすること。 

(6)  当該利用者を無視すること。 

 

（秘密の保持） 

第一一条 事業者は、業務上知り得た契約者、利用者並びにその家族に関する個人情報並

並びに秘密事項については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当

な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める「（介

護予防）訪問介護サービス提供における個人情報使用同意書」により同意がある場合に

限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、契約中及び契約終了後においても

第三者に対して秘匿します。 

(2) 職員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持しなければならない。

また職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。 

 

（相談・苦情対応） 

第一二条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービ

ス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 

(2) 事業所は、前項の苦情の内容等について記録しその完結の日から２年間保存する。 



(3) 苦情解決にあたり、社会性や客観性を確保するとともに、利用者の立場や特性に

配慮した適切な対応を図るため、公平・中立な立場にある第三者委員を設置する。 

 

（事故処理） 

第一三条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに

区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じる。 

(2) 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その

完結の日から２年間保存する。 

(3) 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第一四条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。 

(2) 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなけれ

ばならない。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第一五条 事業所は、全ての訪問介護員等（登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。）

に対し研修計画を策定し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施

する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 

① 採用時研修 採用後１カ月以内 

② 継続研修   年２回以上 

(2) この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人  白寿会と

事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

サービス利用料金表 

 

１． 指定訪問介護 

サービス内容      利用料 

 身体介護中心 

 ２０分未満 １，８８１円 

 ３０分未満 ２,７９３円 

３０分以上１時間未満 ４,４２３円 

１時間以上１時間３０分未満 ６,４２９円 

１時間３０分を超えて３０分増すごとに ９１２円 

 生活援助中心 

 ２０分以上４５時間未満 ２,０８６円 

４５分以上 ２,５６５円 

＊ 夜間（１８：００～２２：００）又は早朝（６：００～８：００）の場合２５％増 

＊ 深夜（２２：００～６：００）の場合５０％増 

＊ 訪問介護員２名派遣の場合    ２００/１００ 

＊ 法定代理受領の場合は上記金額の１割。（ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費

負担がある場合などは、その負担額による。） 

 

２．指定介護予防訪問介護 

介護予防訪問介護費 

（Ⅰ） 

週１回程度の利用が

必要な場合 

要支援１ 

要支援２ 
月 １３,３１５円 

介護予防訪問介護費 

（Ⅱ） 

週２回程度の利用が

必要な場合 

要支援１ 

要支援２ 
月 ２６,６１９円 

介護予防訪問介護費 

（Ⅲ） 

(Ⅱ)を超える利用が

必要な場合 
要支援２ 月 ４２,２２５円 

※１ 法定代理受領の場合は上記金額の１割。（ただし、経過措置、利用者負担の減免、

公費負担がある場合などは、その負担額による。） 

※２ 原則として月途中からのサービス開始又は終了の場合であっても日割り計算は行

わない。ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要

介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合

は、日割り計算による。 

※３ 月途中で要支援度が変更となった場合にも日割り計算を行う。 

 


